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須坂市須坂伝統的建造物群保存地区 

特定物件表示プレート作成業務委託 仕様書 

 

この仕様書は、委託者（委託者：業務を委任する須坂市。以下「委託者」という。）が発注

する下記の業務に関して、受託者（受託者：業務を受任する者。以下、「受託者」という。）

が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１．件 名 須坂市須坂伝統的建造物群保存地区特定物件表示プレート作成業務委託 

 

２．業務目的  須坂市須坂伝統的建造物群保存地区（以下「重伝建地区」という。）におけ

る特定物件を表示するためのプレートを作成するもの。 

 

３．納品場所 須坂市役所社会共創部文化スポーツ課 

 

４．委託期間  契約締結日から 2025 年９月 30 日（火）まで 

 

５．委託内容  

名称 規格 単位 数量 

重伝建地区特定物

件表示プレート 

形状：縦 140mm×横 50mm×厚さ 1mm 程度 

材質：真鍮 

加工：エッチング（腐食） 

その他：特定物件の壁面や柱等に、釘を用いて取

付作業を行うため、プレート上部に取付用の穴を

設けること。 

枚 80 

※デザイン案は委託者が作成するが、記載内容等のレイアウト変更はありうる。詳細に

ついては、業務委託契約締結後に委託者及び受託者で協議し決定するものとする。 

※特定物件の種類（主屋、店舗、土蔵等）ごとにプレートの表示内容が異なる。作成す

るプレートの種類及び種類ごとの作成枚数は業務委託契約締結後に別途指示する。 

※プレートは 2025 年度から 2027 年度までの３か年で 240 枚を作成予定であるが、デザ

インの統一性保持の点から 2026 年度以降の作成分については、本業務の受託者を契約

の相手方として、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定により随意契約

による業務委託契約を締結予定である。（年度ごとの予算措置を前提とするため、確実

なものではない。） 

 

６．業務打合せ及び成果品等 

（１） 受託者は業務委託契約締結後、業務開始までにデザイン案に係る打合せを行うこと。 

（２）受託者は打合せにより確定したデザイン（全ての種類）と作成枚数の一覧表を業務

開始前に委託者に提出すること。 

（３）受託者は成果品及び完了届を委託期間内に提出すること。  
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７．成果物に係る著作権 

（１）成果物についての著作権者の権利は、委託者に帰属する。  

（２）著作者人格権の制限 

ア 受託者は委託者に対し、次に掲げる①～④の各号に掲げる行為をすることを許諾す

る。  

① 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。 

② 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必

要な範囲内で複製し、又は改変すること。  

③ 成果物又は著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現

すること。  

④ 成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこ

と。 

イ 受託者は、予め委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果

物等の内容を公表してはならない。  

ウ 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第 19 条第 1 項又

は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。 

 

８．その他  

（１）委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の

改善を受託者に求めることができる。  

（２）受託者は、この業務の履行にあたり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委

託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならな

い。  

（３）受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、須坂市個人情報保護条

例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。  

（４）受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的

に使用してはならない。契約終了後も同様とする。  

（５）業務の履行にあたっては、各種関係法令を遵守しなければならない。  

（６）この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協

議の上、決定するものとする。 


